
                  

登録橋梁基幹技能者講習修了証 再交付申請について 
 登録橋梁基幹技能者講習修了証を紛失生じた場合は、以下の要領で、申請願います。 
  

【 注意 】 
※申込方法 Ａ４サイズ封筒にいれ（申込書は折らない事）下記宛、送付願います。 
 〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 11 号（西新橋光和ビル 9 階） 

TEL  03-3507-5225     登録橋梁基幹技能者講習 担当 宛 
 

講習修了証再交付の場合 
・様式－5（再交付申請書）にて、申請してください。 
・顔写真（横 2.4 ㎝×縦 3.0 ㎝） 2 枚（カラー写真）：うち 1 枚は申請書に貼付けの事。 

上半身無帽、無背景申請６ヶ月以内に撮影したものをﾋﾞﾆｰﾙ袋入れ（又は紙等で保護） 
・再交付手数料   5,500 円（消費税 10%込） (振込手数料は、振込本人の負担) 
 登録番号   T1-0104-0501-0402 
   ・振込銀行 みずほ銀行 銀座中央支店 
   ・預金種別 普通預金 
   ・口座番号 １１３３２９４ 
   ・口座名義 登録橋梁基幹技能者講習（ﾄｳﾛｸｷｮｳﾘｮｳｷｶﾝｷﾞﾉｳｼｬｺｳｼｭｳ） 
・返信用封筒として、『レターパックライト』1 枚、お届け先欄に記載の上、同封願います。 
 （一部を折り込み可）  

注：ご依頼主様保管用シールは絶対剥がさないでください。 
・記入上の注意 
  年月日は西暦にて記入願います。 

修了証の番号や交付年月日等が不明な場合は、わかる範囲で、記入願います。 
  【必須】項目は、必ず記載願います。 
 



                  （様式－5） 

登録橋梁基幹技能者講習修了証 再交付依頼申請書 
 

一般社団法人 日本橋梁建設協会 殿 
                         作成日     年   月   日 
１．修了年月日及び 

（修了証番号） 

     年    月    日修了  

（修了証番号：第                   号） 

写真貼付け欄 

ⅰ）写真は上半身無

帽、無背景で申請 6

ヶ月以内に撮影し

たものを貼付け               

ⅱ）写真裏に所属会

社及び氏名を記入 

（フリガナ） 

２．申請者氏名 

  （捺印を忘れず） 

（生年月日） 

【必須】 

    

 
                  ㊞ 

   年   月   日 

３．申請者住所 

（電話番号は固定電話・ 

 携帯電話共、記載可） 

【必須】 

（E-mail は必須ではない） 

〒 

 

TEL     （     ）       FAX     （     ） 

携帯     （     ）        

個人（または会社）の E-mail： 

４．実務経験を有する 

建設業の種類（番号に〇） 

 

１．鋼構造物工事業      ２．とび・土工工事業 

５.会社名 【必須】  

６．会社所在地 

   【必須】         

〒 

 

TEL     （     ）        FAX    （      ） 

基幹技能者担当窓口の E-mail： 

７．修了証送付先（どちらかに○してください）【必須】       自宅         会社 

注１．）年月日は西暦にて記載願います。 
注２．）作成日及び【必須】については、必ず、記載願います。 
   なお、住所や勤務先（会社名）は申請時点での最新情報を記入願います。 
【本紙以外の提出書類】 
  ・Ａ4 サイズの封筒（本申請書は折らないこと）に入れ郵送にて申込の事。 

・顔写真（縦 3.0 ㎝×横 2.4 ㎝、カラー写真）貼付け欄以外に、バラ 1 枚：講習修了証用 
 上半身無帽、無背景申請６ヶ月以内に撮影したものをﾋﾞﾆｰﾙ袋入れ（又は紙等で保護） 
・再発行「修了証」返送用として、『レターパックライト』１枚、お届け先欄に記載したものを 

1 枚同封の事。（一部折り込み可） 
・修了証再交付手数料 振込領収書（写し）添付欄  ネットバンクの場合、出力を別紙添付。                                    

振込領収書（写し）の貼付をお願い致します。 
・再交付手数料   5,500 円 (振込手数料は、振込本人の負担) 
・振込銀行 みずほ銀行 銀座中央支店 
・預金種別 普通預金   ・口座番号 １１３３２９４   
・口座名義 登録橋梁基幹技能者講習（ﾄｳﾛｸｷｮｳﾘｮｳｷｶﾝｷﾞﾉｳｼｬｺｳｼｭｳ） 

書類確認 入金確認 

  

                                                                              


